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今
後
の
経
済
見
通
し
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
日
本
再
興
戦
略
」
（
二
〇
一
三
年
六
月
十
四
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
「
公
的
・
準
公
的
資
金
の
運
用
・
リ

ス
ク
管
理
等
の
高
度
化
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
は
、
二
〇
一
三
年
十
一
月
二
十
日
に
報
告
書
を
と
り
ま
と
め
、
「
デ
フ
レ

か
ら
の
脱
却
を
図
り
、
適
度
な
イ
ン
フ
レ
環
境
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
我
が
国
経
済
の
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
国
内
債
券
を
中

心
と
す
る
現
在
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
見
直
し
が
必
要
」
「
収
益
目
標
を
適
切
に
設
定
す
る
と
と
も
に
、
リ
ス
ク
許
容
度
の
在

り
方
に
つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
」
と
提
言
し
た
。

ま
た
、
内
閣
府
は
「
中
長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
（
二
〇
一
四
年
一
月
二
十
日
）
を
公
表
し
た
。
同
試
算
に
よ
れ

ば
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
「
三
本
の
矢
」
の
効
果
が
着
実
に
発
現
し
た
場
合
の
「
経
済
再
生
ケ
ー
ス
」
は
今
後
十
年
（
二
〇
一

三
〜
二
〇
二
二
年
度
）
の
平
均
成
長
率
を
実
質
二
％
程
度
、
名
目
三
％
程
度
と
想
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
全
要
素
生
産
性

（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
が
二
〇
二
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
一
・
八
％
程
度
ま
で
上
昇
す
る
と
い
う
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、

一
・
八
％
の
Ｔ
Ｆ
Ｐ
上
昇
率
は
、
い
わ
ゆ
る
バ
ブ
ル
期
（
一
九
八
三
年
二
月
〜
一
九
九
三
年
十
月
）
の
平
均
に
相
当
す
る
数
値

で
あ
る
。

そ
の
後
、
安
倍
総
理
は
二
〇
一
四
年
一
月
二
十
二
日
の
ダ
ボ
ス
会
議
で
「
日
本
の
資
産
運
用
も
、
大
き
く
変
わ
る
で
し
ょ

一



う
。
一
兆
二
千
億
ド
ル
の
運
用
資
産
を
も
つ
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ポ
ー

ト
フ
ォ
リ
オ
の
見
直
し
を
始
め
、
フ
ォ
ワ
ー
ド
・
ル
ッ
キ
ン
グ
な
改
革
を
行
い
ま
す
。
成
長
へ
の
投
資
に
、
貢
献
す
る
こ
と
と

な
る
で
し
ょ
う
」
と
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
の
運
用
見
直
し
に
言
及
し
た
。
さ
ら
に
「
日
本
再
興
戦
略
・
改
訂
二
〇
一
四
」
（
同
年
六
月
二

十
四
日
閣
議
決
定
）
で
は
、
「
運
用
の
改
革
は
、
専
ら
被
保
険
者
の
利
益
の
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
」
と
し
つ
つ
も
、
続
け

て
、
「
こ
う
し
た
運
用
が
結
果
的
に
成
長
へ
の
投
資
、
ひ
い
て
は
日
本
経
済
に
貢
献
し
、
経
済
の
好
循
環
実
現
に
も
つ
な
が

る
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
年
金
積
立
金
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
・
国
民
年
金
法
や
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
ら
被

保
険
者
の
利
益
の
た
め
に
、
長
期
的
な
観
点
か
ら
安
全
か
つ
確
実
な
運
用
を
保
持
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
結
果
的
で
あ
っ
た
と

し
て
も
日
本
経
済
へ
の
貢
献
が
目
的
で
は
な
い
。
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
に
は
運
用
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
労
使
推
薦
を
含

め
委
員
は
い
わ
ゆ
る
学
識
経
験
者
で
あ
り
、
法
的
に
保
険
料
拠
出
者
で
あ
る
被
保
険
者
の
意
思
確
認
を
行
う
体
制
が
存
在
せ

ず
、
被
保
険
者
の
意
思
確
認
が
な
い
ま
ま
政
府
が
一
方
的
に
、
し
か
も
結
果
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
日
本
経
済
へ
の
貢
献
を
目

的
に
運
用
見
直
し
の
方
向
性
を
定
め
る
こ
と
は
、
年
金
積
立
金
の
目
的
外
利
用
に
当
た
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
な
か
、
二
〇
一
四
年
十
月
三
十
一
日
に
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
は
、
国
内
債
券
の
比
率
を
六
十
％
か
ら
三
十
五
％
に
引
き
下

げ
、
国
内
債
券
約
三
十
兆
円
を
事
実
上
市
場
に
放
出
す
る
こ
と
に
な
る
新
基
本
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
公
表
し
た
。
し
か
し
同

二



日
、
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
の
公
表
に
先
立
ち
、
日
本
銀
行
は
「
『
量
的
・
質
的
金
融
緩
和
』
の
拡
大
」
と
し
て
、
長
期
国
債
の
買
い
入
れ

枠
を
約
三
十
兆
円
追
加
す
る
こ
と
を
公
表
し
て
い
る
。
当
時
の
三
谷
隆
博
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
理
事
長
（
日
本
銀
行
出
身
）
は
、
運
用
改

革
の
狙
い
に
つ
い
て
被
保
険
者
の
利
益
確
保
が
第
一
と
し
、
日
本
銀
行
の
追
加
金
融
緩
和
と
公
表
が
重
な
っ
た
の
は
「
連
携
で

は
な
い
」
と
強
調
し
た
。
し
か
し
、
同
日
公
表
に
よ
り
一
気
に
円
安
・
株
高
が
進
ん
だ
わ
け
で
、
先
立
っ
て
日
本
銀
行
が

「
『
量
的
・
質
的
金
融
緩
和
』
の
拡
大
」
を
公
表
し
て
い
た
こ
と
を
日
本
銀
行
出
身
の
三
谷
理
事
長
が
知
ら
な
い
は
ず
も
な

く
、
そ
の
た
め
、
市
場
に
影
響
が
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
が
公
表
に
踏
み
切
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
年
金
積
立
金
の

運
用
が
市
場
そ
の
他
の
民
間
活
動
に
与
え
る
影
響
に
留
意
」
す
る
こ
と
を
求
め
る
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
法
第
二
十
条
第
二
項
に
反
す
る
可

能
性
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
法
律
の
目
的
と
は
異
な
る
政
府
の
意
図
を
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
年
金
積
立
金
の
運
用
は
、
被
保
険
者
・
受
給
者

の
年
金
制
度
に
対
す
る
不
信
を
増
大
さ
せ
、
ま
た
、
不
利
益
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
と
い
う
懸
念
が
高
ま
っ
て
い
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
の
定
義
を
お
教
え
願
い
た
い
。
ま
た
、
過
去
二
十
年
の
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）

上
昇
率
の
各
年
度
の
数
値
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
と
く
に
、
民
主
党
政
権
時
に
お
け
る
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇

三



率
、
第
二
次
・
第
三
次
安
倍
政
権
に
お
け
る
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
そ
の
上
で
、
現

在
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
は
上
昇
傾
向
に
あ
る
の
か
下
降
傾
向
に
あ
る
の
か
と
い
う
分
析
と
、
「
経
済
再
生

ケ
ー
ス
」
の
前
提
と
な
る
数
値
（
後
述
の
と
お
り
現
在
は
二
・
二
％
程
度
が
使
用
さ
れ
て
い
る
）
を
達
成
す
る
た
め
の
見
通

し
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

前
述
の
と
お
り
、
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
日
に
内
閣
府
が
公
表
し
た
「
中
長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
に
お
け

る
「
経
済
再
生
ケ
ー
ス
」
で
は
、
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
に
つ
い
て
、
「
二
〇
二
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
一
・

八
％
程
度
（
第
十
循
環
か
ら
第
十
一
循
環
（
一
九
八
三
年
（
昭
和
五
十
八
年
）
二
月
か
ら
一
九
九
三
年
（
平
成
五
年
）
十

月
）
の
平
均
）
ま
で
上
昇
」
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
平
成
二
十
七
年
二
月
十
二
日
に
同
じ
く
内
閣
府
が
公
表
し
た
「
中
長

期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
に
お
け
る
「
経
済
再
生
ケ
ー
ス
」
で
は
、
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
に
つ
い

て
、
「
二
〇
二
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
二
・
二
％
程
度
（
第
十
循
環
か
ら
第
十
一
循
環
（
一
九
八
三
年
（
昭
和
五
十
八
年
）

二
月
か
ら
一
九
九
三
年
（
平
成
五
年
）
十
月
）
の
平
均
）
ま
で
上
昇
」
と
さ
れ
て
い
る
。
一
・
八
％
が
二
・
二
％
に
上
方
修

正
さ
れ
た
理
由
は
何
か
。

三

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
六
日
に
内
閣
府
が
公
表
し
た
「
中
長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
に
よ
る
と
、
「
経
済
再

四



生
ケ
ー
ス
」
で
は
、
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
が
「
二
〇
二
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
二
・
二
％
程
度
（
第
十
循
環

か
ら
第
十
一
循
環
（
一
九
八
三
年
（
昭
和
五
十
八
年
）
二
月
か
ら
一
九
九
三
年
（
平
成
五
年
）
十
月
）
の
平
均
）
ま
で
上

昇
」
す
る
前
提
で
、
平
成
三
十
二
年
度
の
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
が
三
・
九
％
程
度
、
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
五
八
二
・
七
兆
円
に
達

す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
・
二
％
が
仮
に
元
の
一
・
八
％
だ
っ
た
場
合
の
平
成
三
十
二
年
度
の
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
と

名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
推
計
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

同
じ
く
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
六
日
に
内
閣
府
が
公
表
し
た
「
中
長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
に
よ
る
と
、

「
経
済
再
生
ケ
ー
ス
」
で
は
、
「
国
・
地
方
の
基
礎
的
財
政
収
支
黒
字
化
目
標
年
度
で
あ
る
二
〇
二
〇
年
度
に
お
い
て
▲

五
・
五
兆
円
程
度
（
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
▲
一
・
〇
％
程
度
）
の
赤
字
が
残
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
・
二
％
が
仮
に
元
の

一
・
八
％
だ
っ
た
場
合
の
平
成
三
十
二
年
度
の
国
・
地
方
の
基
礎
的
財
政
収
支
（
金
額
と
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
）
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

五

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
に
日
本
銀
行
が
「
『
量
的
・
質
的
金
融
緩
和
』
の
拡
大
」
を
、
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
が
基
本
ポ
ー
ト

フ
ォ
リ
オ
の
変
更
を
含
む
「
中
期
計
画
の
変
更
」
を
公
表
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
公
表
時
刻
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま

た
、
政
府
は
日
本
銀
行
と
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
の
公
表
時
刻
に
つ
い
て
事
前
に
知
っ
て
い
た
か
。

五



六

平
成
二
十
六
年
十
月
三
日
の
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
）
第
八
十
五
回
運
用
委
員
会
の
議
事
要

旨
に
、
あ
る
委
員
の
「
二
〇
〇
八
年
度
の
損
失
は
国
内
債
券
中
心
で
あ
っ
た
た
め
九
兆
円
で
済
ん
だ
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
大

幅
に
上
回
る
三
十
兆
円
と
い
う
、
単
年
度
で
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
大
き
な
損
失
を
国
民
が
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
」
と

の
発
言
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日
に
長
妻
昭
衆
議
院
議
員
が
提
出
し
た
質
問
主
意
書

に
お
け
る
「
仮
に
新
し
い
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
過
去
十
年
間
に
あ
て
は
め
る
と
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
が
あ
っ
た
二
〇
〇
八

年
度
の
赤
字
額
は
い
く
ら
だ
っ
た
か
」
と
の
質
問
に
対
し
、
政
府
は
平
成
二
十
七
年
一
月
九
日
の
答
弁
書
で
「
約
マ
イ
ナ
ス

二
十
六
・
二
兆
円
」
と
答
え
て
い
る
。
「
三
十
兆
円
」
と
「
二
十
六
・
二
兆
円
」
の
差
が
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
る
も
の
か

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

平
成
十
六
年
年
金
制
度
改
正
に
も
と
づ
く
年
金
財
政
フ
レ
ー
ム
で
は
、
「
概
ね
百
年
間
で
財
政
均
衡
を
図
る
方
式
と
し
、

財
政
均
衡
期
間
の
終
了
時
に
給
付
費
一
年
分
程
度
の
積
立
金
を
保
有
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
平
成
二
十
一
年
と

平
成
二
十
六
年
に
財
政
検
証
が
行
わ
れ
た
が
、
次
回
の
財
政
検
証
は
い
つ
頃
予
定
し
て
い
る
の
か
お
教
え
願
い
た
い
。
ま

た
、
そ
の
際
は
一
回
目
の
平
成
二
十
一
年
か
ら
一
定
年
数
経
過
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
概
ね
百
年
間
か
ら
そ
の
一
定

年
数
を
差
し
引
い
て
財
政
見
通
し
期
間
を
設
定
す
る
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
確
認
し
た
い
。

六



八

平
成
二
十
六
年
財
政
検
証
で
は
、
長
期
の
経
済
前
提
に
お
け
る
ケ
ー
ス
Ａ
の
全
要
素
生
産
性
（
Ｔ
Ｆ
Ｐ
）
上
昇
率
に
つ
い

て
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
日
に
内
閣
府
が
公
表
し
た
「
中
長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
に
お
け
る
「
経
済
再

生
ケ
ー
ス
」
の
一
・
八
％
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
二
・
二
％
に
改
め
て
財
政
検
証
を
実
施
し
直
す
必
要
は
な
い
か
。

九

平
成
二
十
六
年
財
政
検
証
に
お
け
る
足
下
の
経
済
前
提
の
名
目
長
期
金
利
に
つ
い
て
も
、
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
日
に

内
閣
府
が
公
表
し
た
「
中
長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
に
お
け
る
「
経
済
再
生
ケ
ー
ス
」
に
準
拠
す
る
場
合
と
し
て

平
成
二
十
六
年
度
一
・
〇
％
、
平
成
二
十
七
年
度
二
・
一
％
、
「
参
考
ケ
ー
ス
」
に
準
拠
す
る
場
合
と
し
て
平
成
二
十
六
年

度
一
・
〇
％
、
平
成
二
十
七
年
度
一
・
五
％
が
置
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
六
日
に
内
閣
府
が
公
表

し
た
「
中
長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
で
は
、
名
目
長
期
金
利
は
「
経
済
再
生
ケ
ー
ス
」
「
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
ケ
ー

ス
」
と
も
に
平
成
二
十
六
年
度
〇
・
四
％
、
平
成
二
十
七
年
度
〇
・
三
％
と
大
き
く
下
方
修
正
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
平

成
二
十
八
年
九
月
二
十
一
日
に
日
本
銀
行
が
「
金
融
緩
和
強
化
の
た
め
の
新
し
い
枠
組
み：

『
長
短
金
利
操
作
付
き
量
的
・

質
的
金
融
緩
和
』
」
と
し
て
、
長
期
金
利
に
つ
い
て
「
十
年
物
国
債
金
利
が
概
ね
現
状
程
度
（
ゼ
ロ
％
程
度
）
で
推
移
す
る

よ
う
、
長
期
国
債
の
買
入
れ
を
行
う
」
と
の
方
針
を
決
め
た
こ
と
も
あ
り
、
平
成
二
十
六
年
財
政
検
証
時
の
長
期
金
利
の
見

通
し
は
す
で
に
足
下
か
ら
大
き
く
崩
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
も
財
政
検
証
を
実
施
し
直
す
必
要
は
な
い
か
。

七



十

そ
も
そ
も
、
財
政
検
証
の
経
済
前
提
の
設
定
に
あ
た
り
用
い
ら
れ
る
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
の
日
本
の
将
来

推
計
人
口
は
向
こ
う
五
十
年
で
あ
り
、
ま
た
、
概
ね
百
年
間
も
の
期
間
を
財
政
見
通
し
期
間
に
設
定
し
て
い
る
諸
外
国
は
見

受
け
ら
れ
な
い
。
加
え
て
、
事
実
、
平
成
二
十
六
年
財
政
検
証
の
経
済
前
提
は
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
を
意
識
し
た
内
閣
府
の
「
中

長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
が
大
も
と
と
さ
れ
て
お
り
、
す
な
わ
ち
、
財
政
検
証
は
時
の
政
権
の
政
策
に
よ
る
影
響

を
排
除
で
き
ず
、
中
立
性
の
確
保
と
い
う
点
で
非
常
に
問
題
の
あ
る
仕
組
み
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
財
政

検
証
に
つ
い
て
は
、
財
政
見
通
し
期
間
を
例
え
ば
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
の
日
本
の
将
来
推
計
人
口
と
同
じ
五

十
年
間
に
短
縮
す
る
と
と
も
に
、
時
の
政
権
が
掲
げ
る
成
長
戦
略
に
沿
っ
た
経
済
見
通
し
と
こ
れ
を
前
提
に
置
い
た
検
証
か

ら
、
権
威
あ
る
独
立
機
関
に
よ
る
客
観
的
な
検
証
へ
の
改
革
が
必
要
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

八


